
 

 

 

 

 

畜 産 局  
令和５年４月 21 日  

 

肉用子牛の平均売買価格について（令和４年度第４四半期） 

 

肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和 63 年法律第 98 号）に基づく肉用子牛生産者

補給金制度の令和４年度第４四半期の平均売買価格が、品種区分ごとに次のとおりと

なり、乳用種については、平均売買価格が保証基準価格を下回り、その他の肉専用種に

ついては、平均売買価格が保証基準価格及び合理化目標価格を下回ったことから、生産

者補給金（補給金単価：乳用種 15,900円／頭、その他肉専用種 67,630円／頭）が交付

されることとなった（４月 21日付の官報で告示）。 

  

                                       （単位：円／頭） 

 黒毛和種 褐毛和種 その他の 

肉専用種 

乳用種 交雑種 

保証基準価格 ５４１，０００ ４９８，０００ ３２０，０００ １６４，０００ ２７４，０００ 

合理化目標価格 ４２９，０００ ３９５，０００ ２５３，０００ １１０，０００ ２１６，０００ 

４年度 

第４四半期 

※ 

平均売買価格 

※※ 
６１３，６００ ５２３，５００ ２５２，３００ １４８，１００ ３０８，２００ 

補給金単価 － － ６７，６３０ １５，９００ － 

※「その他の肉専用種」については、令和２年度から算定期間を１年（４月～３月）としている。 

※※「平均売買価格」については、法令に基づき、指定家畜市場における指定肉用子牛の取引価格から算出している。 



肉用子牛の平均売買価格の推移（１）
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（黒毛和種）

注： ４年度までは、黒毛和種及び褐毛和種の平均売買価格。
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（褐毛和種）

注： ５年度以降、新たな褐毛和種の品種区分を設定。
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肉用子牛の平均売買価格の推移（２）
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（その他の肉専用種）
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肉用子牛の平均売買価格の推移（３）
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（乳用種）（百円／頭）
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注：１１年度までは、肉専用種以外の品種として、
乳用種及び交雑種の平均売買価格。１２年度
以降については、乳用種のみの価格。
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（交雑種）
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注：１１年度までは、肉専用種以外の品種として、乳用種及び交雑種の平均売買価格。

１２年度以降については、交雑種のみの価格。
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